
八尾市在宅医 療・ 介護連携推進 会議 設置要綱  

（目的）  

第１条  八尾 市に おける在宅医 療と 介護の連携を 推進 し、多職種 協働に

よる包括的か つ継 続的な在宅医 療・介護の支援体 制を 構築するため に、

八尾 市在 宅医 療・ 介護 連携 推進 会議 （以 下、 「推 進会 議」 とい う 。 ）

を設置する。  

（所掌事項）  

第２条  推進 会議 は次に掲げる 事項 について所掌 する 。  

 （ 1）医療、介 護関係 者の多 職種 の連携及び協 働に 関すること 。  

 （ 2）医療、介 護関係機関の 連携 の促進 に関す るこ と。  

 （ 3）地域の医 療、介護資源 の現 状把握と情報 共有 に関すること 。  

 （ 4）在宅医療 に関する普及 及び 啓発に関する こと 。  

 （ 5）その他在 宅医療・介護 連携 の推進に 関す るこ と。  

（組織及び構 成）  

第３条  推進 会議 は委員 10 人以内をもって組織 する 。  

２  推進会議 委員 は次に掲げる 者の うち から、市長が 委嘱し、又 は任命

する。  

 （ 1）在宅ケア を支援する医 療・ 看護・介護等 関係 機関を代表す る者  

 （ 2）地域包括 支援センター 連絡 会を代表する 者  

 （ 3）関係行政 機関の職員  

 （ 4）その他市 長が適当 と認 める 者  

（任期）  

第４条  委員 の任 期は 2 年とする。ただし再任を 妨げ ない。また 補欠委

員の任期は、 前任 者の残任期間 とす る 。  

（会議）  

第５条  推進 会議 に会長を置き 、委 員の互選によ りこ れを定める。  

２  会長は推 進会 議を代表し、 議事 その他会務を 総理 する。  

３  会長に事 故あ るとき、ま たは欠 けたときはあ らか じめ 会長の指 名す

る委員がその 職務 を代理する。  

４  推進会議 は、 会長が招集し 、会 長が議長とな る。  



５  委員にや むを 得ない理由の ある ときには、当該委 員が指名する 者を

代理人として 出席 させることが でき る。  

（意見の聴取 ）  

第６条  推進 会議 は、必要が あると きは委員以外 の者 に出席を求め 、意

見または説明 を聞 くことができ る。  

（謝礼）  

第 ７ 条  委 員 の 謝 礼 の 額 は 、推 進 会 議 に 出 席 し た 日 １ 日 に つ き 、次 の

と お り と す る 。た だ し 、第 ３ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 に 掲 げ る 者 に は 支 給 し

な い 。  

 （ 1）会 長  ２ １ ， ０ ０ ０ 円  

 （ 2）そ の 他 の 委 員  ８ ， ０ ０ ０ 円  

（事務局）  

第８条  推進 会議 の庶務は 、健 康福 祉部高齢介護 課で 行う。  

（その他）  

第９条  この 要綱 に定めるもの のほ か、推進会 議の運 営について必 要な

事項は市長が 別に 定める。  

 附  則  

この要綱は平 成 29 年５月１日から 施行する。  

 附  則  

この要綱は平 成 30 年４月１日から 施行する。  

  附  則  

この要綱は令 和 3 年４月１日か ら施 行する。  

 

 


